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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次 第18期中 第19期中 第20期中 第18期 第19期

会計期間

自　2019年
　　10月１日
至　2020年
　　３月31日

自　2020年
　　10月１日
至　2021年
　　３月31日

自　2021年
　　10月１日
至　2022年
　　３月31日

自　2019年
　　10月１日
至　2020年
　　９月30日

自　2020年
　　10月１日
至　2021年
　　９月30日

売上高 (千円) 124,457 112,542 106,867 222,458 235,570

経常利益又は経常損失
(△)

(千円) △63 7,883 △3,442 △15,251 9,727

中間(当期)純利益又は
中間(当期)純損失(△)

(千円) △757 7,189 △4,135 △16,638 8,340

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

発行済株式総数 (株)

普通株式
30,000

優先株式
4,313

普通株式
30,000

優先株式
4,313

普通株式
30,000

優先株式
4,313

普通株式
30,000

優先株式
4,313

普通株式
30,000

優先株式
4,313

純資産額 (千円) 154,338 145,646 141,799 138,456 146,797

総資産額 (千円) 210,618 193,342 202,860 193,519 196,037

１株当たり純資産額 (円) △162,870.90 △163,175.00 △163,288.87 △163,407.47 △163,143.82

１株当たり中間(当期)純
利益又は１株当たり中間
（当期）純損失(△)

(円) △32.42 232.47 △145.04 △569.00 263.65

潜在株式調整後１株当た
り中間(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ―

普通株式
―

優先株式
―

普通株式
―

優先株式
200

自己資本比率 (％) 73.2 75.3 69.9 71.5 74.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △5,329 △7,799 515 △21,795 △1,819

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,560 22,750 2,750 34,310 25,500

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △431 ― △862 △431 ―

現金及び現金同等物
の中間期末（期末）残高

(千円) 27,551 58,786 69,919 43,836 67,516

従業員数
(ほか、平均臨時
雇用者数)

(名)
20 18 16 21 16

(20) (19) (20) (18) (21)
 

(注) １　当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移に

ついては記載しておりません。

２　持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社に対する投資を行っていないため記載しておりません。

３　潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４　従業員数は、就業人員数を記載しております。なお、従業員数欄の(外書)は、臨時雇用者(パートタイマー

及び嘱託)の期中平均人数であります。

５ 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日)等を当中間会計期間の期首から適用し

ており、当中間会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等の適用した後の指標等になっ

ております。
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２ 【事業の内容】

当中間会計期間において、当社グループ（当社及び当社の親会社名晃開発株式会社）が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。

 
３ 【関係会社の状況】

当中間会計期間において、重要な関係会社に異動はありません。

 

４ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

2022年３月31日現在

従業員数(名) 16(20)
 

(注) １　従業員数は、就業人員であります。

２　従業員数欄の(外書)は、臨時雇用者(パートタイマー及び嘱託)の平均雇用人数であります。

３　当社は、ゴルフ場事業の単一セグメント・単一事業部門であるため、ゴルフ場全体での従業員数を記載し

ております。

 

(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されていませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

　(１)経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

　　 当中間会計期間において、当社の経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な

　　指標等について、既に提出した有価証券報告書に記載された内容に比して重要な変更はありません。

　　 また、新たに定めた経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等はあり

   ません。

 
　(２)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間会計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について、重要な変更はありませ

ん。

また、新たに生じた事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

 
２ 【事業等のリスク】

当中間会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社

の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリス

クの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

 

３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（経営成績等の状況の概要）

　 　当中間会計期間における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状

　 況の概要は次のとおりであります。

 
(1) 財政状態及び経営成績の状況

当中間会計期間におけるわが国経済は、新型コロナウィルス感染症の流行により大きな打撃を受け、先行不透明

な状況にあります。

ゴルフ業界におきましては、入場者数では新型コロナウィルス感染症の影響を受けつつも回復傾向にあります。

しかしながら、プレーヤーの高齢化や他クラブとの価格競争等この業界が厳しい状況にある事に変わりなく先行き

不透明な状況にあります。このような状況のなか、当社におきましては、メンバー様の事を最優先に考え、空いた

枠を予約代行業者にふるなどしして合理的な集客に努めましたが1月２月の雪によるクローズの影響もあって当中

間会計期間における来場者数は10,809名（前年同期比101.5%）、売上高106,867千円（同94.9%）となり経常損失

3,442千円（前年同期は経常利益7,883千円)でした。また、中間純損失4,135千円（前年同期は中間純利益7,189千

円）の計上となりました。なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年３月31日。以下「収

益認識に会計基準」という。)等の適用により、売上高、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ

12,232千円減少しております。

財政状態については、当中間会計期間末における資産が前事業年度に比べ6,822千円増加し、202,860千円になり

ました。負債は11,821千円増加し61,060千円となりました。一方、純資産は4,998千円減少し141,799千円になりま

した。

なお、当社は、ゴルフ場運営事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。

 
(2) キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年末に比べ2,403千円増加し、

69,919千円となりました。

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は515千円（前年同期は7,799千円の使用）となりました。これは主に売上債権の

増加5,311千円と貸倒引当金の減少2,750千円があったものの前受収益の増加12,232千円があったこと等によるも

のであります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果獲得した資金は2,750千円（前年同期は22,750千円の獲得）となりました。関係会社に対する

長期貸付金の回収による収入2,750千円があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は862千円(前年同期はなし)となりました。これは優先株式に対する配当金862千

円があったことによるものであります。

（生産、受注及び販売の状況）

当社の実態に則した内容を記載するため、生産実績及び受注実績に代えて収容実績を記載しております。なお、当

社は、ゴルフ場運営事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

(1) 収容実績

 

ホール数
(H)

前中間会計期間
(自　2020年10月１日
至　2021年３月31日)

当中間会計期間
(自　2021年10月１日
至　2022年３月31日)

営業日数
(日)

収容実績(名) １日平均
来場者数
(名)

営業日数
(日)

収容実績(名) １日平均
来場者数
(名)メンバー ゲスト 合計 メンバー ゲスト 合計

18 145 3,631 7,009 10,640 73.3 142 3,554 7,255 10,809 76.1
 

 

(2) 販売実績

当中間会計期間における販売実績を売上区分別に示すと、次のとおりであります。

 

区分 金額(千円) 前年同期比(％)

ゴルフ場売上 86,862 105.9

名義書換料収入 7,100 143.4

年会費収入 12,232 49.0

その他 672 89.1

合計 106,867 94.9
 

 

（経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容）

　 経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来

 に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 
(1) 重要な会計方針及び見積もり

　当中間財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この

中間財務諸表の作成にあたって、必要と思われる見積もりは合理的基準に基づいて実施しております。詳細につきま

しては、「第５　経理の状況　１　中間財務諸表等　注記事項(重要な会計方針)」に記載のとおりであります。

 
(2) 当中間会計期間の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

　当中間会計期間の資産合計は202,860千円となり前事業年度に比べて6,822千円の増加となりました。この増加の主

な要因は、関係会社長期貸付金が2,750千円減少したものの売掛金5,311千円の増加と預託金債権及び関係会社長期貸

付金に対する貸倒引当金2,750千円の減少があったこと等によるものであります。

　負債合計は61,060千円となり前事業年度と比べて11,821千円の増加となりました。この増加の主な要因は前受収益

12,232千円の増加があったこと等によるものです。

　純資産合計は141,799千円となり、前事業年度に比べて4,998千円の減少となりました。これは中間純損失4,135千

円の計上があったことによるものであります。

　経営成績については「第２　事業の状況　３　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の

分析」　(経営成績等の状況の概要)　(１)　財政状態及び経営成績の状況」をご参照下さい。

　経営成績に重要な影響を与える要因については「第２　事業の状況　２　事業等のリスク」をご参照下さい。
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　資本の財源及び資金の流動性については「第２　事業の状況　３　経営者による財政状態、経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況の分析　(経営成績等の状況の概要)　(２)キャッシユ・フローの状況」をご参照ください。

 
４ 【経営上の重要な契約等】

当中間会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。

 

５ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【主要な設備の状況】

当社は、名晃開発株式会社の所有・管理する小原カントリークラブの運営を行っており、主要な施設につきまして

は当社に帰属しておらず、該当事項はありません。

 

２ 【設備の新設、除却等の計画】

記載すべき事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 84,500

優先株式 11,000

計 95,500
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(2022年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2022年６月21日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 30,000 30,000 非上場・非登録
完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式(注)２

優先株式 4,313 4,313 同上
無議決権株式であり、優先的
配当を受ける権利を有する株
式(注)１

計 34,313 34,313 ― ―
 

(注) １　優先株式の内容

(1) 普通株式に優先して、１株につき年100円の利益配当金(以後「優先配当金」という)を受けます。

(2) 優先配当金が支払われた後の残余の利益に対しては配当を受ける権利を有しません。

(3) 優先配当金の全部又は一部が支払われていないときはその不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不

足額については優先配当金に先立ってこれを受けるものとします。

(4) 優先株式の株主はその所有する優先株式について株主総会における議決権を有しないものとします。ただ

し、下記の場合を除くものとします。

ア) 定時総会において累積的優先株式の優先配当金の全部又は一部が支払われない旨の決議があり、なおか

つ次の定時総会に累積的優先配当金が支払われる旨の議案が提出されないときはその定時総会の時か

ら、議決権を有します。

イ) 定時総会において累積的優先株式の優先配当金の全部又は一部が支払われない旨の決議があり、なおか

つ次の定時総会に累積的優先配当金が支払われる旨の議案が提出されたが否決されたときはその定時総

会終結の時から議決権を有します。

(5) 優先株式の株主は、当社の残余財産の分配につきその優先株式１株につき125万円までは普通株式の株主

に優先して分配を受けます。

(6) 優先株式の株主は、前項の優先分配が行なわれた後の残余の財産に対しては分配を受ける権利を有しませ

ん。

(7) 優先的配当を受ける権利を有する株式です。

(8) 会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

　　会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

(9) 議決権を有しないこととしている理由

本優先株式は自己資本の充実及び財務体質の強化を目的として発行したものであり、株主総会において議

決権を有しません。

(10) 当社は単元株制度は採用しておりません。

 

２　普通株式の内容

(1) 完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。

(2) 普通株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければなりません。

(3) 当社は単元株制度は採用しておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2022年3月31日 ― 34,313 ― 100,000 ― 10,000
 

 
(5) 【大株主の状況】

2022年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を
除く。)の総数に対する
所有株式数の割合(％)

名晃開発株式会社 名古屋市中区丸の内３－２０－９ 30,032 87.52

川崎汽船株式会社 東京都千代田区内幸町２－１－１ 36 0.10

名古屋テレビ放送株式会社 名古屋市中区橘２－１０－１ 36 0.10

名古屋製酪株式会社 名古屋市天白区中砂町３１０ 32 0.09

名古屋ステーション開発
株式会社

名古屋市中村区名駅１－１－３ 28 0.08

株式会社ジェイアール東海
パッセンジャーズ

東京都中央区日本橋３－１－１７ 28 0.08

アイシン精機株式会社 刈谷市朝日町２－１ 24 0.06

医療法人社団同潤会 名古屋市中区栄５－１－３０ 24 0.06

横河電機株式会社 東京都武蔵野市中町２－９－３２ 24 0.06

株式会社ナ・デックス 名古屋市中区古渡町９-27 24 0.06

計 ― 30,288 88.26
 

なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順は、以下のとおりであります。

2022年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権
数(個)

総株主の議決権に対する
所有議決権数の割合(％)

名晃開発株式会社 名古屋市中区丸の内３－２０－９ 30,000 100.00
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2022年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 優先株式 4,313
 

 

―
優先的配当を受ける権利を有する優先
株式(注)１

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 30,000
 

 

30,000
権利内容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式(注)２

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 34,313 ― ―

総株主の議決権 ― 30,000 ―
 

(注)１　優先株式の内容につきましては「１　株式等の状況(1) 株式の総数等②発行済株式(注)１」に記載しており

ます。

　　２　普通株式の内容につきましては「１　株式等の状況(1) 株式の総数等②発行済株式(注)２」に記載しており

ます。

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

 

１　中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)に

基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間(2021年10月１日から2022年３月31日ま

で)の中間財務諸表について、山本晃裕公認会計士事務所による中間監査を受けております。

 
３　中間連結財務諸表について

当社は子会社を有していないため、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2021年９月30日)
当中間会計期間
(2022年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 67,516 69,919

  売掛金 14,776 20,087

  棚卸資産 9,964 9,360

  その他 3,063 2,915

  貸倒引当金 △428 △428

  流動資産合計 94,891 101,854

 固定資産   

  有形固定資産 ※1  1,609 ※1  1,462

  投資その他の資産   

   関係会社長期貸付金 363,850 361,100

   預託金債権 4,806,250 4,806,250

   保険積立金 48,731 48,846

   その他 1,594 1,487

   貸倒引当金 △5,120,890 △5,118,140

   投資その他の資産合計 99,535 99,543

  固定資産合計 101,145 101,005

 資産合計 196,037 202,860

負債の部   

 流動負債   

  未払金 16,167 16,364

  未払費用 5,191 5,413

  未払法人税等 1,383 693

  前受収益 ― 12,232

  賞与引当金 4,669 3,987

  その他 ※2  6,715 ※2  6,212

  流動負債合計 34,127 44,903

 固定負債   

  退職給付引当金 15,112 16,157

  固定負債合計 15,112 16,157

 負債合計 49,239 61,060

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 100,000 100,000

  資本剰余金   

   資本準備金 10,000 10,000

   その他資本剰余金 33,475 33,475

   資本剰余金合計 43,475 43,475

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 3,322 △1,675

   利益剰余金合計 3,322 △1,675

  株主資本合計 146,797 141,799

 純資産合計 146,797 141,799

負債純資産合計 196,037 202,860
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②【中間損益計算書】

           (単位：千円)

          前中間会計期間
(自 2020年10月１日
　至 2021年３月31日)

当中間会計期間
(自 2021年10月１日
　至 2022年３月31日)

売上高 112,542 106,867

売上原価 69,856 69,057

売上総利益 42,685 37,810

販売費及び一般管理費 ※2  47,876 ※2  49,298

営業損失（△） △5,191 △11,487

営業外収益 ※1  13,183 ※1  8,067

営業外費用 109 21

経常利益又は経常損失（△） 7,883 △3,442

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） 7,883 △3,442

法人税、住民税及び事業税 693 693

法人税等合計 693 693

中間純利益又は中間純損失（△） 7,189 △4,135
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③【中間株主資本等変動計算書】

 前中間会計期間(自 2020年10月１日　至 2021年３月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他資本剰

余金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 100,000 43,475 ― 43,475 △5,018 △5,018 138,456 138,456

当中間期変動額         

剰余金の配当     ― ― ― ―

中間純利益又は中間

純損失（△）
    7,189 7,189 7,189 7,189

当中間期変動額合計 ― ― ― ― 7,189 7,189 7,189 7,189

当中間期末残高 100,000 43,475 ― 43,475 2,171 2,171 145,646 145,646
 

 

 当中間会計期間(自 2021年10月１日　至 2022年３月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他資本剰

余金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 100,000 10,000 33,475 43,475 3,322 3,322 146,797 146,797

当中間期変動額         

剰余金の配当     △862 △862 △862 △862

中間純利益又は中間

純損失（△）
    △4,135 △4,135 △4,135 △4,135

当中間期変動額合計 ― ― ― ― △4,998 △4,998 △4,998 △4,998

当中間期末残高 100,000 10,000 33,475 43,475 △1,675 △1,675 141,799 141,799
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前中間会計期間
(自 2020年10月１日
　至 2021年３月31日)

当中間会計期間
(自 2021年10月１日
　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) 7,883 △3,442

 減価償却費 147 147

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,750 △2,750

 賞与引当金の増減額（△は減少） △394 △682

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,490 1,045

 受取利息 △2,771 △2,725

 売上債権の増減額（△は増加） △355 △5,311

 棚卸資産の増減額（△は増加） △422 604

 未払金の増減額（△は減少） △3,229 196

 前受収益の増減額（△は減少） ― 12,232

 その他 △2,827 △145

 小計 △9,208 △830

 利息の受取額 2,791 2,729

 法人税等の支払額 △1,382 △1,383

 営業活動によるキャッシュ・フロー △7,799 515

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の払戻による収入 20,000 ―

 長期貸付金の回収による収入 2,750 2,750

 投資活動によるキャッシュ・フロー 22,750 2,750

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 配当金の支払額 ― △862

 財務活動によるキャッシュ・フロー ― △862

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 14,950 2,403

現金及び現金同等物の期首残高 43,836 67,516

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※  58,786 ※  69,919
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１  資産の評価基準及び評価方法

　棚卸資産

　商品・貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

 

２  固定資産の減価償却の方法

　有形固定資産

定額法によっております。

主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 15年

機械装置 17年

工具、器具及び備品 ６年
 

 

３  引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当中間会計期間に負担すべき金額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務に基づき、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中

間会計期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

 

４　収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行業務の内容及び当該履行義務を充足する

通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

① ゴルフ場売上

主にゴルフ場の提供によるプレー代金を受け取っております。ゴルフプレー料は、ゴルフプレー提供時点におい

て履行義務が充足されると判断しており、当該ゴルフプレーを提供した時点で収益を認識しております。

② 名義書換料収入

会員権の売買が行われた場合に、新たな会員から名義書換料を受け取っております。また、法人会員のプレー登

録者の変更が行われた場合、法人会員から名義書換料を受け取っております。名義書換料については、名義書換が

完了した時点で履行義務を充足するものと判断し、名義書換が完了した時点で収益を認識しております。

③ 年会費収入

会員から年会費を受け取っております。年会費の受け取りに対するサービスの提供については、契約期間にわた

り均一のサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提

供する期間にわたり収益を認識しております。
 

 
５ 中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。

 
６ その他中間財務諸表作成のための重要な事項

　消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

 
(会計方針の変更)
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（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等

を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービス

と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより年会費収入の計上基準につい

ては、従来は会員へ請求した一時点で収益として認識しておりましたが、一年間(10月１日から９月30日)にわたって

履行義務が充足するものであることから、履行義務の充足に係る進捗度(月単位)に基づき収益を認識する方法へ変更

しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書に定める経過的な取扱いに従っておりま

すが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。

この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は、流動負債が12,232

千円増加し、中間損益計算書の売上高、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ12,232千円減少してお

ります。

当中間会計期間の中間キャッシュ・フロー計算書は、税引前中間純利益が12,232千円減少し、営業活動による

キャッシュ・フローの前受収益の増減額が同額増加しております。

また、当中間会計期間の１株当たり純資産額、１株当たり中間純利益はそれぞれ407円75銭減少しております。

なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当中間会計期

間に係る比較情報ついては記載しておりません。

 
（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）

等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準

第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針

を将来にわたって適用することといたしました。これにより、当中間財務諸表に与える影響はありません。

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことと

いたしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（令和

２年３月６日内閣府令第９号）附則第３条第２項により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係

るものについては記載しておりません。
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(中間貸借対照表関係)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 

 
前事業年度

(2021年９月30日)
当中間会計期間
(2022年３月31日)

有形固定資産の
減価償却累計額

26,351千円 26,265千円
 

 

※２  消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の上、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。

 

(中間損益計算書関係)

※１  営業外収益のうち主要なもの

 

 
前中間会計期間

(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)

当中間会計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)

受取利息 2,771千円 2,725千円

貸倒引当金戻入額 2,750千円 2,750千円

受取事務手数料 2,207千円 2,227千円

助成金収入 5,028千円 ―
 

 

※２  減価償却実施額

 

 
前中間会計期間

(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)

当中間会計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)

有形固定資産 147千円 147千円
 

 

EDINET提出書類

株式会社小原カントリークラブ(E04729)

半期報告書

18/27



 

(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間(自　2020年10月１日　至　2021年３月31日)

発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 30,000 ― ― 30,000

優先株式（株） 4,313 ― ― 4,313

合　　計（株） 34,313 ― ― 34,313
 

 

当中間会計期間(自　2021年10月１日　至　2022年３月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 30,000 ― ― 30,000

優先株式（株） 4,313 ― ― 4,313

合　　計（株） 34,313 ― ― 34,313
 

 

２　配当に関する事項

　　　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2021年12月21日
定時株主総会

優先株式 862 200  2021年9月30日  2021年12月22日
 

 

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

※　　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであ

ります。

 

 
前中間会計期間

(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)

当中間会計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)

現金及び預金勘定 58,786千円 69,919千円

現金及び現金同等物 58,786千円 69,919千円
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(金融商品関係)

１．金融商品の時価等に関する事項

中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。「現金及

び　　預金」については、現金であること、また、預金は短時間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであ

ることから、記載を省略しております。

「売掛金」、「未払金」、「未払法人税等」については、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近

似していることから記載を省略しております。

 
前事業年度(2021年９月30日)

 
貸借対照表計上額 時価 差額

（千円） （千円） （千円）

（資産）    

　関係会社長期貸付金 363,850   

  預託金債権 4,806,250   
　　貸倒引当金 △5,120,890   

 49,210 49,210 ―

資産計 49,210 49,210 ―
 

 
当中間会計期間(2022年３月31日)

 
中間貸借対照表計上額 時価 差額

（千円） （千円） （千円）

（資産）    

　関係会社長期貸付金 361,100   

　 預託金債権 4,806,250   
　　貸倒引当金 △5,118,140   

 49,210 49,210 ―

資産計 49,210 49,210 ―
 

 
２　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類して

おります。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る

インプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 
(1) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

当中間会計期間（2022年３月31日）

該当事項はありません。
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(2) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当中間会計期間（2022年３月31日）

区分
時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

関係会社長期貸付金     

預託金債権     

　　貸倒引当金 ― 49,210 ― 49,210

資産計 ― 49,210 ― 49,210
 

 
(注)　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

関係会社長期貸付金、預託金債権

これらについては、親会社に対する貸付であり、担保による回収見込み額を基に貸倒引当金を計上しております。

時価は貸借対照表から当該貸倒引当金を控除した金額に近似していることから帳簿価額をもって時価としておりレベ

ル２の時価に分類しております。

 
 

　

(収益認識関係)

１　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当中間会計期間（自　2021年10月１日　至　2022年３月31日）

 金額（千円）

ゴルフ場売上 86,862

名義書換料収入 7,100

年会費収入 12,232

その他 672

顧客との契約から生じる収益 106,867

その他の収益 ―

外部顧客への売上高 106,867
 

 
２　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項（重要な会計方針）」に記載のとお

り　　　 です。

 
３　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末

において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情

報

 
契約負債の残高

 当中間会計期間（千円）

契約負債（期首残高） －

契約負債（中間期末残高） 12,232
 

 
契約負債は、事業年度の開始時期に会員より会員資格に基づく年会費を一括徴収した年会費収入の前受収益です。年

会費収入は、一年間（10月1日から9月30日）に渡って履行義務が充足するものと判断し、履行義務の充足に係る進捗度

（月単位）に基づき収益を認識し、前受収益は収益の認識に伴い取り崩されます。従って、事業年度開始後に受け入れ

た年会費収入の前受収益の半分が当中間会計期間において収益認識され、残りの半分は中間会計期末の契約負債残高と

なり、下半期の収益認識に伴い取り崩されます。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、ゴルフ場運営事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

【関連情報】

１  製品及びサービスごとの情報

当社は、ゴルフ場運営事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

２  地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

　

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

　

３  主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社小原カントリークラブ(E04729)

半期報告書

22/27



 

(１株当たり情報)

 

項目
前事業年度

(2021年９月30日)
当中間会計期間
(2022年３月31日)

(1)１株当たり純資産額 △163,143円82銭 △163,288円87銭

   (算定上の基礎)   

    純資産の部の合計額（千円） 146,797 141,799

    純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 5,041,112 5,040,465

    (うち優先株式払込金額) (5,040,250) (5,040,250)

    (うち優先株式配当額) (431) (215)

 　 (うち累積未払優先株式配当額) (431) (―)

    普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額
    (千円)

△4,894,314 △4,898,665

    １株当たり純資産額の算定に用いられた
    中間期末（期末）の普通株式の数（株）

30,000 30,000
 

　

項目
前中間会計期間

(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)

当中間会計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)

(2)１株当たり中間純利益又は
　 １株当たり中間損失(△)

232円47銭 △145円04銭

   (算定上の基礎)   

   中間純利益又は中間純損失(△)（千円) 7,189 △4,135

    普通株主に帰属しない金額(千円) 215 215

    (うち優先株式配当額) (215) (215)

   普通株式に係る中間純利益又は
　　普通株式に係る中間純損失(△)（千円)

6,974 △4,351

    普通株式の期中平均株式数(株) 30,000 30,000
 

(注)１ 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注)２　「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」等を適用しております。この結果、

　　　　当中間会計期間の１株当たり純資産及び１株当たり中間純利益は、407円75銭減少しております。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

(2) 【その他】

特記すべき事項はありません。
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第６ 【提出会社の参考情報】

 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

 
有価証券報告書

及びその添付書類

事業年度

(第19期)

自　2020年10月１日

至　2021年９月30日
 

2021年12月21日

東海財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

2022年６月21日
 

株式会社小原カントリークラブ

取締役会　御中
 

 
山本晃裕公認会計士事務所

 

 
岐阜県土岐市

 

 
公認会計士 山　本　晃　裕  

 

 

中間監査意見

私は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社小原カントリークラブの2021年10月１日から2022年９月30日までの第20期事業年度の中間会計期間（2021年10月１日

から2022年３月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算

書、中間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

私は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式

会社小原カントリークラブの2022年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（2021年10月１日

から2022年３月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 
中間監査意見の根拠

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準にお

ける私の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関す

る規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、中間監査

の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な

情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者

の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中

間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集

計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一

部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、

分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に

関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
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る注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど

うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務

諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合

は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日

までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可

能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸

表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 
利害関係

会社と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以　　上　

 
 

（注）１. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提

出会社）が別途保管しております。

２. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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